
別表第１６ 

別表第１６（第７４条関係） 
地下水の浄化基準 

  地下水の浄化基準は、次に定めるとおりとする。 
 

 

特定有害物質等の種類 
 

 

基準値 
 

 

 カドミウム及びその化合物 
 

 

 １リットルにつきカドミウムとして0.003ミリグラム 
 

 

 シアン化合物 
 

 

 検出されないこと。 
 

 

 有機燐
りん

化合物（パラチオン、メチルパラチ 
 オン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る｡) 
 

 

 検出されないこと。 
 
 

 

 鉛及びその化合物 
 

 

 １リットルにつき鉛として0.01ミリグラム 
 

 

 六価クロム化合物 
 

 

 １リットルにつき六価クロムとして0.02ミリグラム 
 

 

 砒
ひ

素及びその化合物 
 

 

 １リットルにつき砒
ひ

素として0.01ミリグラム 
 

 

 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 
 

 

 １リットルにつき水銀として0.0005ミリグラム 
 

 

 アルキル水銀化合物 
 

 

 検出されないこと。 
 

 

 ＰＣＢ 
 

 

 検出されないこと。 
 

 

 トリクロロエチレン 
 

 

 １リットルにつき0.01ミリグラム 
 

 

 テトラクロロエチレン 
 

 

 １リットルにつき0.01ミリグラム 
 

 

 ジクロロメタン 
 

 

 １リットルにつき0.02ミリグラム 
 

 

 四塩化炭素 
 

 

 １リットルにつき0.002ミリグラム 
 

 

 １，２－ジクロロエタン 
 

 

 １リットルにつき0.004ミリグラム 
 

 

 １，１－ジクロロエチレン 
 

 

 １リットルにつき0.1ミリグラム 
 

 

 １，２－ジクロロエチレン 
 

 

 １リットルにつきシス－１，２－ジクロロエチレン及 
びトランス－１，２－ジクロロエチレンの合計量0.04 
ミリグラム 

 

 

 １，１，１－トリクロロエタン 
 

 

 １リットルにつき1ミリグラム 
 

 

 １，１，２－トリクロロエタン 
 

 

 １リットルにつき0.006ミリグラム 
 

 

 １，３－ジクロロプロペン 
 

 

 １リットルにつき0.002ミリグラム 
 

 

 チウラム 
 

 

 １リットルにつき0.006ミリグラム 
 

 

 シマジン 
 

 

 １リットルにつき0.003ミリグラム 
 

 

 チオベンカルブ 
 

 

 １リットルにつき0.02ミリグラム 
 

 

 ベンゼン 
 

 

 １リットルにつき0.01ミリグラム 
 

 

 セレン及びその化合物 
 

 

 １リットルにつきセレンとして0.01ミリグラム 
 

 

 ほう素及びその化合物 
 

 

 １リットルにつきほう素として1ミリグラム 
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 ふっ素及びその化合物 
 

 

 １リットルにつきふっ素として0.8ミリグラム 
 

 

 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸 
 化合物及び硝酸化合物（し尿その他生活に 
 起因する下水、家畜排せつ物及び肥料の施 
 用に係るものを除く。以下この別表におい 
 て同じ。） 
 

 

 １リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計 
量10ミリグラム 

 

 

 クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化 
ビニルモノマー） 

 

 

１リットルにつき0.002ミリグラム 
 

 

 １，４－ジオキサン 
 

 

１リットルにつき0.05ミリグラム 
 

 

 ダイオキシン類 
 

 

 １リットルにつき1ピコグラム 
 

  備考 １ 「検出されないこと。」とは、備考３に定める測定の方法により地下水の汚染状態を測定
した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 

     ２ ダイオキシン類の濃度は、別表第７第３項の備考に定める方法により、2,3,7,8-四塩化ジ
ベンゾ－パラージオキシンの毒性に換算した値とする。 

     ３ 特定有害物質等の濃度の測定の方法は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号
に定めるところによる。 

      (1) カドミウム及びその化合物 
        規格Ｋ０１０２の５５に定める方法 
      (2) シアン化合物 
        規格Ｋ０１０２の３８．１．２（規格Ｋ０１０２の３８の備考１１を除く。以下この号

において同じ。）及び３８．２に定める方法、規格Ｋ０１０２の３８．１．２及び３８．
３に定める方法、規格Ｋ０１０２の３８．１．２及び３８．５に定める方法又は環境庁告
示第５９号付表１に掲げる方法 

      (3) 有機燐
りん

化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。） 
環境庁告示第６４号付表１に掲げる方法 

      (4) 鉛及びその化合物 
        規格Ｋ０１０２の５４に定める方法 
      (5) 六価クロム化合物 
        規格Ｋ０１０２－３の２４．３（規格Ｋ０１０２－３の２４．３．３及び２４．３．７

を除く。）に定める方法（ただし、規格Ｋ０１０２－３の２４．３．２に定める方法にお
いて塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格Ｋ０１７０－７の７のａ）又
はｂ）に定める操作を行うものとする。） 

      (6) 砒
ひ

素及びその化合物 
        規格Ｋ０１０２の６１．２、６１．３又は６１．４に定める方法 
      (7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 
        環境庁告示第５９号付表２に掲げる方法 
      (8) アルキル水銀化合物 
        環境庁告示第５９号付表３に掲げる方法 
      (9) ＰＣＢ 
        環境庁告示第５９号付表４に掲げる方法 
      (10) トリクロロエチレン 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 
      (11) テトラクロロエチレン 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 
      (12) ジクロロメタン 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法 
      (13) 四塩化炭素 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 
      (14) １，２－ジクロロエタン 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１又は５．３．２に定める方法 
      (15) １，１－ジクロロエチレン 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法 
      (16) １，２－ジクロロエチレン 
        シス体にあっては規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法、トラ

ンス体にあっては規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．１に定める方法 
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      (17) １，１，１－トリクロロエタン 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 
      (18) １，１，２－トリクロロエタン 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 
      (19) １，３－ジクロロプロペン 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．１に定める方法 
      (20) チウラム 
        環境庁告示第５９号付表第５に掲げる方法 
      (21) シマジン 
        環境庁告示第５９号付表第６の第１又は第２に掲げる方法 
      (22) チオベンカルブ 
        環境庁告示第５９号付表第６の第１又は第２に掲げる方法 
      (23) ベンゼン 
        規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法 
      (24) セレン及びその化合物 
        規格Ｋ０１０２の６７．２、６７．３又は６７．４に定める方法 
      (25) ほう素及びその化合物 
        規格Ｋ０１０２の４７．１、４７．３又は４７．４に定める方法 
      (26) ふっ素及びその化合物 
        規格Ｋ０１０２の３４．１（規格Ｋ０１０２の３４の備考１を除く。）若しくは３４．

４（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測
定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約２００ミリリットルに硫酸１０ミリリ
ットル、りん酸６０ミリリットル及び塩化ナトリウム１０グラムを溶かした溶液とグリセ
リン２５０ミリリットルを混合し、水を加えて１０００ミリリットルとしたものを用い、
規格Ｋ０１７０－６の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方
法又は規格Ｋ０１０２の３４．１．１ｃ）（注（２）第３文及び規格Ｋ０１０２の３４の
備考１を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質
が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び環境
庁告示第５９号付表７に掲げる方法 

      (27) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 
亜硝酸化合物にあっては規格Ｋ０１０２の４３．１に定める方法により測定された亜硝

酸イオンの濃度に換算係数０．３０４５を乗じて亜硝酸性窒素の量を測定する方法、硝酸
化合物にあっては規格Ｋ０１０２の４３．２．１、４３．２．３、４３．２．５又は４３．
２．６に定める方法により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数０．２２５９を乗じて
硝酸性窒素の量を測定する方法 

      (28) クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 
        地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成９年環境庁告示第１０号）付表に掲げ

る方法 
      (29) １，４－ジオキサン 
        環境庁告示第５９号付表８に掲げる方法 
      (30) ダイオキシン類 
        規格Ｋ０３１２に定める方法 


